
 

 

虐待防止に関する指針 
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１．施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性 

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。「高 

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者     

虐待防止法」）に定める虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対 

応等について、その実効性を高め、入居者の尊厳の保持・人格の尊重が達成され 

るよう、この指針を定めるものとします。 

  

２．虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

①虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実 

に防止するための対策を検討する委員会として、多職種で構成する虐待防止検討 

委員会を設置します。 

②虐待防止検討委員会の詳細は、虐待防止検討委員会規約に定めます。 

 

３．虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

①虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであると 

ともに、この指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとします。 

②虐待の防止のための職員研修は年２回以上実施するとともに、新規採用時には必 

ず実施するものとします。 

③研修の実施内容は、記録するものとします。 

 

４．虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

①利用者の安全確保を最優先した対応を実施のうえ、職員は管理者またはこれに準 

じる者に直ちに報告します。管理者は速やかに市町村に通報します。 

②管理者は、事実関係を調査のうえ市町村の指示に基づき対応するとともに、利用 

者、身元引受人等に調査の結果を報告します。 

③安心な生活を取り戻すために必要な取り組みを行うとともに、再発防止策を講じ 

ます。 

 

 

 

 



５．虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

①利用者またはその家族等の相談窓口は、重要事項説明書及びご利用のしおり（管 

理規程）に定めます。 

②職員等の相談窓口は、各施設の職場長、副園長、園長とします。高齢者公益事業

部運営管理部の相談窓口は運営管理部長とします。 

③園長は、虐待等が発生した場合は、遅滞なく事業部長及び運営管理部長に報告し 

ます。 

 

６．成年後見制度の利用支援に関する事項 

①虐待の防止のため必要があるときは、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度 

の利用を支援します。 

②園内で司法書士等による成年後見制度に関する説明会を定期的に開催するよう

努めるものとします。 

 

７．虐待等にかかる苦情解決方法に関する事項 

①園の「苦情処理細則」の定めにより解決を図るものとします。 

②解決が難しい場合は、苦情解決を公益社団法人全国有料老人ホーム協会の苦情処 

理委員会（電話０３－３５４８－１０７７）に付託することができます。 

 

８．入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 この指針はホームページに掲示し、関係者に周知します。 

 

９．その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

①この指針に定めのない事項は、「高齢者虐待防止マニュアル」の定めるところに 

よります。 

②この指針を改定するときは、虐待防止検討委員会の承認を得るものとします。 
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